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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飛行中に回転しているスポーツボールの回転速度又は回転振動数を推定する方法であっ
て、
　１．飛行中の多数の時点で、回転しているスポーツボールから反射された電磁波を受け
て、対応する信号を提供することと、
　２．信号の振動数解析を実行し、少なくとも振動数が実質的に等間隔で離れた位置にあ
って、時間的に継続している、二、又は、それ以上の、離散スペクトルトレースを特定す
ることと、
　３．離散スペクトルトレース同士の間における振動数の間隔から回転速度／回転振動数
を推定することと、
　を含んでいる、
　方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　ステップ１が、受信機を用いて反射電磁波を受信すること、を含み、ステップ２が、振
動数解析に続いて、受信機に近づく方向又は離れる方向においてボールの速度に対応する
第一の振動数を特定することを含んでおり、離散スペクトルトレースの特定が、第一の振
動数のまわりで対称的に位置する離散スペクトルトレースを特定すること、を含んでいる
、
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　方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法であって、
　ステップ２が、各時点に対して、及び時間的に連続して、
　　ある時点に対して、振動数解析と、等間隔にある候補振動数の特定と、を実行するこ
とと、
　　次に、一つ以上前の時点における候補振動数から、丁度所定量だけ逸脱した振動数を
各々が有している候補を、特定することと、
　　そして、離散スペクトルトレースとして、特定された候補の離散スペクトルトレース
を特定することと、
　を含んでおり、
　ステップ３が、特定された離散スペクトルトレースに基づいて回転速度／回転振動数を
推定すること、を含んでいる、
　方法。
【請求項４】
　飛行中に回転しているスポーツボールの回転速度又は回転振動数を推定するシステムで
あって、
　１．飛行中の多数の時点で、回転しているスポーツボールから反射された電磁波を受信
して、対応する信号を提供するように、構成されている受信機と、
　２．信号の振動数解析を実行し、少なくとも振動数が実質的に等間隔で離れた位置にあ
って、時間的に継続している、二、又は、それ以上の離散スペクトルトレースを特定する
、手段と、
　３．離散スペクトルトレース同士の間における振動数の間隔から、回転速度／回転振動
数を推定する、手段と、
　を含んでいる、
　システム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムであって、
　手段２が、振動数解析に続いて、受信機に近づく方向又は離れる方向におけるボールの
速度に対応する第一の振動数を特定し、離散スペクトルトレースとして、第一の振動数の
まわりで対称的に位置する離散スペクトルトレースを特定するように、構成されている、
　システム。
【請求項６】
　請求項４又５に記載のシステムであって、
　手段２が、各時点に対して、及び、時間的に連続して、
　　ある時点に対して、振動数解析と、等間隔にある候補振動数の特定と、を実行し、
　　次に、一つ以上前の時点における候補振動数から、丁度所定量だけ逸脱した振動数を
有する候補を特定し、
　　そして、離散スペクトルトレースとして、特定された候補の離散スペクトルトレース
を特定するように、構成されており、
　手段３が、特定された離散スペクトルトレースに基づいて回転速度／回転振動数を推定
するように構成されている、
　システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飛行中におけるスポーツボールの回転パラメータの決定に関し、特に、スポ
ーツボールの回転軸及び／又は回転速度の決定に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　このようなパラメータは、スポーツボールや他のスポーツ用具の、利用及び開発の、双
方において興味深いものである。スポーツ用具としては、ゴルフクラブ、アイアンクラブ
、ラケット、バット、又は、スポーツボールを打つために用いられる用具がある。
【０００３】
　ゴルフボールについては、このような決定は、通常、ゴルフボールに、レーダー反射素
材のストリップやパターンを追加することによって行われてきた。しかし、このようなこ
とは、高度に標準化されたこの種のボールにおけるテスト目的のために、行うことができ
るだけである。この種の技術は、米国特許第６２４４９７１号明細書、及び、米国特許出
願公開第２００２／０１０７０７８号明細書に開示されている。
【特許文献１】米国特許第６２４４９７１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００２／０１０７０７８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、スポーツボールを改造することなく、これらの決定を実行できるようにする
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第一の態様において、本発明は、飛行中におけるスポーツボールの回転軸を推定する方
法に関し、
　この方法は、
　１．飛行するスポーツボールの三次元軌跡の少なくとも一部を決定することと、
　２．軌跡に沿った所定位置におけるスポーツボールの加速度、好ましくは全加速度を、
軌跡に基づいて、推定することと、
　３．所定位置における、重力によって生じたスポーツボールの加速度を推定することと
、
　４．所定位置における、空気の抵抗／抗力によって生じたスポーツボールの加速度を推
定することと、
　５．推定された加速度に基づいて、所定位置における回転軸を推定することと、
　を含んでいる。
【０００６】
　一般に、飛行中に回転対称であるスポーツボールについては、三つの力のみが作用する
ことを論じればよく、それは、ボールに対する、重力、空気の抵抗や抗力、なんらかの回
転により引き起こされる所謂揚力である。このように、個々の加速度を推定することは、
ボールの回転によって引き起こされた揚力や方向についての決定を、容易とする情報を、
もたらす。このため、重力及び抗力によって加速度が引き起こされる一垂直面に、位置す
る軌跡からの、変位が、回転によって引き起こされるかもしれない。しかしながら、揚力
及び回転も、この垂直面内で作用するかもしれない。
【０００７】
　全体の加速度のみが決定される所定位置のまわりの小領域においてのみ、知見が必要で
あることに注意すべきである。このことは、例えば、位置と速度とが既知である軌跡に沿
った二点から、決定できる。
【０００８】
　好ましくは、回転軸の測定は、ボールの軌跡に沿った多くの位置で行われる。このため
、好ましくは、少なくともステップ２－４は、複数の時点の各々において実行される。そ
れから、ステップ５は、複数の時点で決定された加速度（例えばそれらの平均の加速度）
に基づいて一度実行され、又は、回転軸の時間変化を決定するために、各時点に対して実
行される。
【０００９】
　また、軌跡の情報は、レーダー、三次元撮像機器などの、適切な方法で、引き出すこと
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ができることは、明らかである。当然に、軌跡は、一以上の時点におけるボールの座標と
して描かれる。座標系は、どのような方法で選ばれたものであってもよい。
【００１０】
　好ましくは、ステップ５は、ステップ２で推定された加速度からステップ３、４で推定
された加速度を差し引くことと、残留加速度を決定することと、残留加速度の方向に基づ
いて回転軸を推定することと、を含んでいる。このように、回転軸は、簡単なベクトル計
算を用いて決定できる。
【００１１】
　この状況で、ボールの回転軸は、ボールの回転がボールの方向を変化させるように作用
する残留加速度の方向に対して、垂直である。
【００１２】
　また、ステップ４は、所定位置におけるボールの速度を軌跡に基づいて推定することと
、推定された速度、又は、むしろ、軌跡上の二点間における速度差、に基づいて加速度を
推定することと、を含んでいる。
【００１３】
　本発明の別の態様は、飛行中におけるスポーツボールの回転軸を推定するためのシステ
ムに関し、
　このシステムは、
　１．飛行しているスポーツボールの三次元軌跡の少なくとも一部を決定する手段と、
　２．軌跡に沿った所定位置におけるスポーツボールの加速度、好ましくは全加速度を、
軌跡に基づいて、推定する手段と、
　３．所定位置における、重力によって生じたスポーツボールの加速度を推定する手段と
、
　４．所定位置における、空気の抵抗／抗力によって生じたスポーツボールの加速度を推
定する手段と、
　５．推定された加速度に基づいて、所定位置における回転軸を推定する手段と、
　を含んでいる。
【００１４】
　また、手段２－４は、複数の所定位置の各々で推定を実行するように構成できる。手段
５は、例えば回転軸の決定が容易となるように、ステップ２で推定された加速度からステ
ップ３、４で推定された加速度を差し引き、残留加速度を決定し、残留加速度の方向に基
づいて回転軸を推定するように構成できる。加速度が複数の位置で推定されると、回転軸
は、全てのこれらの位置に対して、又は、各位置に対して、一度、決定される（手段５）
。
【００１５】
　また、手段４は、所定位置における、ボールの速度を軌跡に基づいて推定して、推定さ
れた速度に基づいて加速度を推定するように、構成できる。
【００１６】
　本発明の第三の態様は、飛行中に回転しているスポーツボールの回転速度又は回転振動
数を推定する方法に関し、
　この方法は、
　１．飛行中の多数の時点で、回転しているスポーツボールから反射された電磁波を受け
て、対応する信号を提供することと、
　２．信号の振動数解析を実行し、少なくとも振動数が実質的に等間隔で離れた位置にあ
って、時間的に継続している、二、又は、それ以上の、離散スペクトルトレースを特定す
ることと、
　３．離散スペクトルトレース同士の間における振動数の間隔から回転速度／回転振動数
を推定することと、
　を含んでいる。
【００１７】
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　現状では、可視光、赤外線、超音波、電波などの、どんなタイプの電磁波でも、使用で
きる。
【００１８】
　更に、多数の時点を使用できる。有意義な検出が可能な間、又は、信号でスペクトルト
レースを決定できる間は、放射線を受け取ることが、好ましい。通常は、受け取ることと
それに続く信号解析とは、等間隔時点で行われている。
【００１９】
　スペクトルトレース間の距離が正確に決定されることを保証するためには、二つ以上の
等間隔にあるスペクトルトレースが特定されることが好ましい。
【００２０】
　当然に、振動数解析は、信号のスペクトルをもたらす。しかし、このことは、等間隔に
あるスペクトルトレースのみが必要とされるという点で、必要ではない。
【００２１】
　これに関連して、スペクトルトレースは、少なくとも実質的に時間的に連続するが時間
とともに変化する、振動数の連続体である。現状では、トレースは、通常は、ゆっくりと
減衰する関数であるが、どのような形でも、原則として、許容可能であり、且つ、決定可
能である。
【００２２】
　好ましくは、ステップ１は、受信機を用いて反射電磁波を受信すること、を含み、ステ
ップ２は、振動数解析に続いて、受信機に近づく方向又は離れる方向においてボールの速
度に対応する第一の振動数を特定すること、を含んでおり、スペクトルトレースの特定は
、第一の振動数のまわりで対称的に位置するスペクトルトレースを特定すること、を含む
ものである。
【００２３】
　このように、等間隔のスペクトル線が正しく決定されるのを保証することを助ける別の
振動数が決定される。加えて、この振動数のまわりで対称であることを必要とすることが
、安定した決定を更に保証する。
【００２４】
　好ましい実施形態では、ステップ２は、各時点に対して、及び時間的に連続して、
　　ある時点に対して、振動数解析と、等間隔にある候補振動数の特定と、を実行するこ
とと、
　　次に、一つ以上前の時点における候補振動数から、丁度所定量だけ逸脱した振動数を
各々が有している候補を、特定することと、
　　そして、振動数トレースとして、特定された候補のトレースを特定することと、
　を含んでいる。
　ここで、ステップ３は、特定されたスペクトルトレースに基づいて回転速度／回転振動
数を推定すること、を含んでいる。
【００２５】
　このことは、例えば反射された放射線の受信と並行して、決定が連続的に行われる、と
いう利点を有している。また、一回の測定において有効な等間隔のスペクトル線に似てい
るものが、近傍位置での測定のような他の測定において対照物を有していない場合に、雑
音消去は実行され、それによって、それは、候補として削除される。
【００２６】
　これに関連して、候補とすべき所定量又は不定量は、固定量、又は、固定率、又は、例
えば全体的に決定された信号－雑音比に依存する基準値、である。
【００２７】
　本発明の第四の態様は、飛行中に回転しているスポーツボールの回転速度又は回転振動
数を推定するシステムに関し、
　このシステムは、
　１．飛行中の多数の時点で、回転しているスポーツボールから反射された電磁波を受信
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して、対応する信号を提供するように、構成されている、受信機と、
　２．信号の振動数解析を実行し、少なくとも振動数が実質的に等間隔で離れた位置にあ
って、且つ、長期間継続している、二、又は、それ以上の離散スペクトルトレースを特定
する、手段と、
　３．離散スペクトルトレース同士の間における振動数の間隔から、回転速度／回転振動
数を推定する、手段と、
　を含んでいる。
【００２８】
　当然ながら、第三の様態に関する説明が、再び関連する。
【００２９】
　このように、手段２は、振動数解析に続いて、受信機に近づく方向又は離れる方向にお
けるボールの速度に対応する第一の振動数を特定し、スペクトルトレースとして、第一の
振動数のまわりで対称的に位置するスペクトルトレースを特定するように、構成される。
【００３０】
　回転速度／回転振動数を測定する好ましい方法は、次のようなものである。すなわち、
　手段２は、各時点に対して、及び時間的に連続して、
　　ある時点に対して、振動数解析と、等間隔にある候補振動数の特定と、を実行し、
　　次に、一つ以上前の時点における候補振動数から、丁度所定量だけ逸脱した振動数を
有する候補を特定し、
　　そして、振動数トレースとして、特定された候補のトレースを特定するように、
　構成されており、
　手段３は、特定されたスペクトル線に基づいて回転速度／回転振動数を推定するように
、構成されている。
【００３１】
　本発明の第五の態様は、飛行中のスポーツボールにおける、回転軸と回転振動数とを含
む、回転を、推定する方法に関し、
　この方法は、
　本発明の第一の態様におけるような回転軸を推定することと、本発明の第三の様態によ
るところの回転振動数を推定することと、
　を含んでいる。
【００３２】
　本発明の第六であり最後である態様は、飛行中のスポーツボールにおける、回転軸と回
転振動数とを含む、回転を、推定するシステムに関し、
　システムは、
　回転軸を決定するために、本発明の第二の態様によるところのシステムと、
　回転振動数を決定するために、本発明の第四の様態によるところのシステムと、
　を含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下で、発明の好ましい実施形態が、図面を参照して記述される。
【００３４】
　スポーツボールの回転振動数を測定するためにドップラーレーダーを用いることは、長
い間知られている：米国特許６２４４９７１号明細書、米国特許出願公開第２００２／０
１０７０７８号明細書を参照。しかし、これら全ての発明は、一般的にボールの覆いの上
か下に導体を加えることによって、ボールのいくらかの領域からの反射を変更することに
基づいている。本実施形態もドップラーレーダーを用いるが、回転振動数を抽出するため
にボールを変化させることを必要としない。この態様は、本発明の商業的価値を大きく増
大させる。
【００３５】
　従来は、回転しているボールの回転軸の方向は、発射領域に近い位置に配置されたカメ
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回転軸の方向を提供するだけである。本発明は、飛行中の回転軸方向を測定するための三
次元軌跡測定器材を用いている。
【００３６】
　本発明は、ボールの飛行中全ての間、回転振動数及び回転軸方向の連続的な測定を可能
とする。
【００３７】
［回転振動数］
　図１のドップラーレーダー３を考慮せよ。ドップラーレーダー３は、送信機４と受信機
５とを含んでいる。振動数Ｆｔｘの送信波６はボール１上で反射され、ボール１からの反
射波７は、振動数Ｆｔｘとは異なる振動数を有している。反射波と送信波との間の相違は
、ドップラー偏移Ｆｄｏｐｐと呼ばれている。Ｆｄｏｐｐは、レーダー３に対するボール
１上の反射点Ａの相対速度Ｖｒａｄに比例している。
【００３８】

【数１】

【００３９】
　ここで、λは送信波の波長である。
【００４０】
　座標系２は、ボールの中心に原点を持ち、常にＸ軸がレーダーから離れる方向に位置す
ると共に、Ｚ軸が水平面内に位置するように定義される。
【００４１】
　Ｖｒａｄは、時間に対するドップラーレーダー３からの距離の変化である（Ｖｒａｄ＝
ｄＲ／ｄｔ）。図１の座標系２において、Ｖｒａｄは、ボール１の速度のＸ成分に等しい
。
【００４２】
　ボール１からの最大強度の反射は、常に、レーダーからの照準線に対して直角となる点
Ａである。ボール１が回転しているとき、最大強度の反射となる点Ａは、実際には時間と
共に物理的に異なる位置となる。
【００４３】
　ボール上の点Ａでの反射からのドップラー受信機５の出力信号は、次のように表現され
る。
【００４４】

【数２】

【００４５】
　ここで、ａ（ｔ）は、受信信号の振幅である。
【００４６】
　Ｚ軸のまわりをボールの角速度がωで、ボール１が回転している状況を考慮せよ。ボー
ル１上の固定点Ｂからの反射は、半径をｒとして、次のようなレーダー１に対するドップ
ラー偏移を有している。
【００４７】
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【数３】

【００４８】
　ボール上の点Ｂでの反射からの受信機５の出力信号は、次のように表現される。
【００４９】

【数４】

【００５０】
　ここで、ｄ（ｔ）は、ボール１の点Ａからの受信信号に対する点Ｂからの受信信号の相
対的な振幅である。
【００５１】
　［４］に［２］と［３］とを代入することによって、次が得られる。
【００５２】

【数５】

【００５３】
　点Ｂからの出力信号は、信号ＸｍｏｄＢ（ｔ）によって調整された点Ａからの出力信号
から成ることがわかる。
【００５４】

【数６】

【００５５】
　調整された信号の指数関数の項は、変調振動数がω／２πで振動数偏差が２／λ＊ｒ＊
ωである、振動数変調（ＦＭ）信号であると認められる。
【００５６】
　変調理論からは、シヌソイド振動数変調のスペクトルは、変調振動数ω／２π及びこれ
の高調波における離散振動数線を伴うスペクトルを与えることが知られており、ｍ番目の
調波のスペクトル線の強度は、Ｊｍ（４π＊ｒ／λ）に等しい。ここで、Ｊｍ（）は、ｍ
次の第一種ベッセル関数である。
【００５７】
　［６］における変調信号の振幅信号ｄ（ｔ）は、時間に依存する変化もある。ｄ（ｔ）
は、［６］における指数関数の項のように、周期Ｔ＝２π／ωで周期的でもある。したが
って、ｄ（ｔ）からのスペクトルは、ω／２πの間隔を等しく空けられた離散スペクトル
線（離散スペクトルトレース）をも有しているであろう。ｄ（ｔ）の個々の調波における
相対的な強度は、アスペクト角が異なるために、反射の特性に依存している。
【００５８】
　要約すると、回転しているボール上の物理的な点Ｂからの反射のため、この点がレーダ
ーに最も近いとき（点Ａにあるとき）と比べて、他の位置からの受信信号は、ボールの速
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度に起因する、ドップラー偏移Ｆｄｏｐｐのまわりで対称に等間隔に配置された側波帯を
有する。この側波帯は、複数の高調波を有し、正確にボールの回転振動数ω／２πで間隔
が空けられている。完全な球面のボールの場合だけ、変調側波帯が存在しない。
【００５９】
　通常のスポーツボールでは、ボール上に完全な球面ではない領域がいくつかある。これ
らの点の各々は、回転振動数で間隔を空けた離散側波帯を与える。ボール上での全ての散
乱のためにスペクトルの全体は、結果として、当然に回転振動数の間隔が空けられた離散
側波帯をも有する受信信号を生じさせる。
【００６０】
　上記において、回転軸は、時間によらず一定で、Ｚ軸に対して平行であると仮定してい
る。もし回転軸がＹ軸まわりにα回転し、そのときにＸ軸まわりにβ回転するとしたら、
点Ｂの速度のＸ成分は次に等しいことが簡単に示しうる。
【００６１】
【数７】

【００６２】
　Ｖｘ，Ｂが、Ｘ軸の周りで回転βに対して独立していることに注意せよ。回転軸がＸ軸
（α＝９０度）に沿う特殊な場合を除いて、Ｖｘ，Ｂは周期Ｔ＝２π／ωで周期的でもあ
るため、回転した回転軸に対応する点Ｂからのドップラー偏移も、ちょうどボールの回転
振動数ω／２πで間隔を空けられた離散側波帯を有するものとなろう。このことは、回転
軸の方向が回転振動数と比較してゆっくりと変化する限り、受信信号のスペクトルがボー
ルの回転振動数ω／２πで間隔を空けられた離散側波帯を含むであろうことを、意味する
。
【００６３】
　図２には、飛行中のゴルフボールの受信信号のスペクトルが示されている。図２におい
て、スペクトルは、この速度（Ｘ軸方向の速度）のまわりで回転振動数の間隔を等しく空
けられた対称的な側波帯だけでなく、ボールの速度に対応する強さの振動数（第一の振動
数）線を含んでいることが、明らかに示されている。
【００６４】
　まず、標準的な追跡記録方法を用いることで、ボールの速度が追跡記録される（トレー
スされる）（８）。それから、ボールの速度のまわりで対称的な振動数のピークが、検出
される（９）。図３には、対称な側波帯が相殺された振動数が、ボールの速度と比較して
示されている。標準的な追跡記録方法を用いることで、高調波の異なる回転（振動数）の
側波帯が、追跡記録される（１０）。高調波の異なる（側波帯の）追跡記録は、振動数の
間隔が等しいことを必要とすることから、（高調波の）異なる（側波帯の）追跡記録は、
限定される（１１）。（高調波の）異なる（側波帯の）追跡記録は、それらに対応する調
波の番号を用いて解決される（１２）。この後、回転振動数が、各々の調波数で除算され
るならば、回転振動数は、限定された調波追跡記録の何れかから、決定できる（１３）。
【００６５】
　図５に、回転振動数の時間変化の表が示されており、図５は全ての調波数の追跡記録を
含んでいる。
【００６６】
　回転振動数を測定するための段階的な手続きは、図７に記述されている。
【００６７】
［回転軸の方向］
　飛行中のボールの三次元軌跡は、適切な用具によって得られる。本発明の好ましい実施
形態において、回転振動数の測定のために用いられるレーダーは、飛行中のボールの三次
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【００６８】
　ボールが高い程度に回転対称である球面であると仮定すると、三つ、三つだけの力がボ
ールに作用するであろう。図８を参照して、加速度は次のようなものとなろう。
　　・重力の加速度、Ｇ
　　・空気の抵抗／抗力による加速度、Ｄ
　　・揚力の加速度、Ｌ
【００６９】
　飛行中のボールに作用する全加速度は、次のようになる。
【００７０】
【数８】

【００７１】
　回転対称の基準を満たすボールの例は、次である：ゴルフボール、テニスボール、野球
ボール、クリケットボール、サッカーボールなど。
【００７２】
　抗力は、常に、空気速度ベクトルＶａｉｒに対して１８０度の関係にある。揚力の加速
度Ｌは、ボールの回転によって発生するものであり、常にω×Ｖａｉｒ（×はベクトルの
外積を意味する）によって与えられる方向を向いており、すなわち回転ベクトルωに対し
て９０度かつ空気速度ベクトルＶａｉｒに対して９０度となる方向を向いている。回転ベ
クトルωは、回転軸の方向を記述し、単位回転ベクトルωｅと結び付けられ、回転ベクト
ルωの大きさは、図７に記載の段階的手法を通じて見つけられる回転振動数ωである。
【００７３】
　空気速度ベクトルは、軌跡速度ベクトルＶとの間に次のような関係がある。
【００７４】

【数９】

【００７５】
　回転ベクトルωの方向を計算する手続きは、図９に記述されている。
【００７６】
　測定された三次元軌跡から、軌跡速度Ｖ及び加速度Ａは、微分法によって計算される（
１４）。
【００７７】
　空気速度ベクトルは、方程式［９］を用いて、風速度ベクトルＷについての演繹的知識
を用いて、計算される（１５）。
【００７８】
　重力加速度Ｇは、緯度及び海抜についての演繹的知識から計算される（１６）。
【００７９】
　抗力及び揚力の加速度が互いに対して垂直であるので、抗力の加速度Ｄの大きさや方向
は、方程式［１０］を用いて計算されうる（１７）。
【００８０】
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【数１０】

【００８１】
　ここで、・は、ベクトルの内積を意味する。
【００８２】
　この後、揚力の加速度Ｌ（残留加速度）の大きさと方向は、［１１］から容易に見つけ
られる（１８）。
【００８３】

【数１１】

【００８４】
　上述したように、定義上、揚力のベクトルＬは、次のことが意味するように、回転ベク
トルωに対して直角である。
【００８５】
【数１２】

【００８６】
　単位回転ベクトルωｅは通常、回転運動をしている物体の影響のため、回転対称の物体
においては、時間によらず一定であると仮定できる。もし、単位回転ベクトルωｅが時間
間隔［ｔ１；ｔｎ］の間は一定であると仮定できるのであれば、方程式［１２］は一組の
一次方程式［１３］を構成する。
【００８７】

【数１３】

【００８８】
　ここで、Ｌ（ｔ）＝［Ｌｘ（ｔ），Ｌｙ（ｔ），Ｌｚ（ｔ）］で、ωｅ＝［ωｅｘ，ω
ｅｙ，ωｅｚ］である。
【００８９】
　［１３］における一次方程式を、多くの標準的な数学的手法により、［ωｅｘ，ωｅｙ
，ωｅｚ］を求めて、解くことができる。ここで、時間間隔［ｔ１；ｔｎ］における回転
軸の三次元方向を、決定できる。唯一の仮定は、揚力のベクトルＬの方向の変動と比較し
て回転軸はほぼ一定であること、である。
【００９０】
　図７に記述される段階的手法から見出される回転振動数ωに、方程式［１３］から見出
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される単位回転ベクトルωｅを結合させることによって、方程式［１４］を用いることに
より回転ベクトルωが見出されうる（２０）。
【００９１】
【数１４】

【００９２】
［既知の回転軸の方向のパートワイズ（ｐａｒｔｗｉｓｅ）］
　多くの場合、ある特定の時点に対して、回転軸が既知の平面内にあることが演繹的に知
られている。この平面を基準単位ベクトルｎによって特徴付けるものとする。このことは
、次のことを意味する。
【００９３】

【数１５】

【００９４】
　このような場合の一例は、ボールの発射直後の回転軸の方向である。ゴルフクラブに打
たれたゴルフボールや足で蹴られたサッカーボールのように、ボールが衝突という手段に
よって運動状態に入れられたとき、回転ベクトルωは発射直後に高い度合いで、初期のボ
ールの速度ベクトルＶに対して垂直である。［１５］における基準単位ベクトルｎは、こ
の場合においては、方程式［１６］によって与えられる。
【００９５】
【数１６】

【００９６】
　回転ベクトルが基準単位ベクトルｎによって特徴付けられた既知の平面内にある時点ｔ
０において、回転ベクトルωの方向を計算する手続きは、図１０に記述されている。
【００９７】
　まず、時点ｔ０における揚力の加速度を得るために、図９に記述されるのとまったく同
一のステップ１４－１８を行うこと。
【００９８】
　さて、基準座標系における基準単位ベクトルｎにとっての座標を、Ｘ軸単位ベクトル［
１，０，０］に変換する回転行列Ｒを、決定する（２１）。方程式［１７］を見よ。回転
行列Ｒは、ｎから標準的な代数方法によって見出されうる。
【００９９】
【数１７】

【０１００】
　方程式［１１］からの揚力の加速度Ｌにとっての座標は、Ｒを通じて回転されて、今や
ベクトルＬｍによって描画される（２２）。方程式［１８］を見よ。
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【０１０１】
【数１８】

【０１０２】
　単位回転ベクトルωｅの座標変換も似通っており、方程式［１９］を見よ。
【０１０３】

【数１９】

【０１０４】
　方程式「１５」から、ωｅｘｍが０に等しく、そのため方程式［１３］が方程式［２０
］に単純化される。
【０１０５】
【数２０】

【０１０６】
　ωｅｍの長さが１に等しいことを用いることによって、単位回転ベクトルωｅは方程式
［２１］か方程式「２２」から見出されうる（２３）。
【０１０７】
【数２１】

【０１０８】
【数２２】

【０１０９】
　図７に記述される段階的手法から見出される回転振動数ωに、方程式［２１］－［２２
］から見出される単位回転ベクトルωｅを結合させることによって、方程式［１４］を用
いることにより回転ベクトルωが見出されうる（２０）。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】回転しているボール及びドップラーレーダーの略図である。
【図２】等間隔のスペクトル線を有しているスペクトルを示している。
【図３】等間隔のスペクトル線の決定を示している。
【図４】測定されたゴルフボールの３Ｄ軌跡を示している。
【図５】回転振動数の時間変化の表を示している。
【図６】図４の軌跡に関連する回転ベクトルを示している。
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【図７】回転振動数の検知についてのフローチャートを示している。
【図８】回転ベクトルの方向の決定を示している。
【図９】回転ベクトルの方向を決定するフローチャートを示している。
【図１０】回転軸がある既知の面にあると仮定できたときにおける回転ベクトルの方向を
決定するフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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